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令和２年３月 民生委員会行政報告資料  

        福  祉  保  健  部  

 

呉市音戸保育所の民営化について 

 

 「呉市公立保育所・幼稚園の再配置計画（平成２８年度～令和２年度）」に基づき，呉市音戸保育所を民営化します。 

            

１ 民営化の理由 

  限られた財源でより効率的な保育所運営を進めるとともに，多様化する保育ニーズへの迅速な対応等ができるよう，民間

活力を最大限に活用し，「呉市公立保育所・幼稚園の再配置計画」に基づき，民営化を行うものです。 

 

２ 施設の概要 

 (1) 所 在 地  呉市音戸町高須２丁目１番９号 

 (2) 定   員  ９０人 

 (3) 児 童 数  ６４人（令和２年１月１日現在） 

 (4) 施設規模等  構造・階数 鉄筋コンクリート造，２階建て 

          延べ面積  １，２５１．２４平方メートル 

          敷地面積  ２，１９０．７９平方メートル 

 

３ 民営化の概要            

(1) 民営化開始予定年月日  令和３年４月１日    

(2) 運営主体        公募により選定します。 

(3) 財産の譲渡等      敷 地 無償貸付け 

               施設等 無償譲渡        
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(4) 募集概要 

ア 申込書等の配布及び受付の期間等 

(ｱ) 期間 令和２年４月２１日（火）から同年５月２０日（水）まで（土曜日，日曜日及び祝日は除きます。） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

(ｲ) 場所 呉市中央４丁目１番６号 呉市役所３階子育て施設課 

  イ 選定の方法 

    令和２年６月に開催する「呉市音戸保育所民営化審査委員会」において候補者を審査し，当該委員会の意見を踏まえ，

市長が選定します。 

  ウ 応募資格 

    応募する者は，次に掲げる要件を全て満たす必要があります。 

(ｱ) 呉市内において認可保育所若しくは認可幼稚園を運営している法人，呉市内に主たる事務所がある社会福祉法人又

は呉市内に主たる事務所があり，保健，医療若しくは福祉の増進を図る活動若しくは子どもの健全育成を図る活動を

行うことを主たる目的として設置された特定非営利活動法人であること。 

(ｲ) 欠格事項に該当しないこと。 

※ 呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１８年呉市規則第１号）第２条各号に

掲げる指定管理者の欠格事項に準じるものとします。 

(ｳ) 児童福祉事業について熱意と誠意を有し，延長保育事業や障害児保育事業を実施する等，呉市の教育・保育及び子

育て支援施策を理解し，積極的に協力できる者であること。 

(ｴ) 保育所運営に当たり必要となる経営基盤及び社会的信用を有すること。 

 

４ 総合計画等との整合性 

 (1) 第４次呉市長期総合計画（後期基本計画） 

   第２節 福祉・保健分野 

    第３項 結婚・妊娠・出産・子育て 

    ２ 地域で子どもと子育てを支える環境づくり 

      (2) 保育サービスの充実：「効率的な保育所運営の推進」 
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 (2) 呉市子ども・子育て支援事業計画（改訂版） 

   第３章 実施計画 

    １ 基本目標１：地域で子どもと子育て家庭を支える支援 

     重点施策(2) 教育・保育サービスの充実 

施策の方向性：呉市公立保育所・幼稚園の再配置計画を進めていく中で，効率的な保育所の運営等について検討

していきます。 

 

５ 今後の予定 

  令和２年１２月定例会 呉市保育所条例の一部改正（呉市音戸保育所の廃止）に係る議案の提出 

  令和２年１０月～令和３年３月 業務の引継ぎ 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

７ 位置図・平面図 

 (1) 位置図                      (2)平面図 
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 音戸市民センター 


